
墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 
  
別表 

占  用  物  件 単 位 占用料 

法第３２条第１項第１号に

掲げる工作物 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

法第３２条第１項第２号に

掲げる物件 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 〔略〕 〔略〕 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 〔略〕 〔略〕 

法第３２条第１項第５号に

掲げる施設 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

法第３２条第１項第６号に

掲げる施設 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

令第７条第１号に掲げる物

件 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

令第７条第２号に掲げる工

事用施設及び同条第３号に

掲げる工事用材料置場 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

令第７条第４号に掲げる仮設建築物及

び同条第５号に掲げる仮設収容施設 
〔略〕 〔略〕 
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令第７条第６号に掲げる施

設（高速自動車国道及び自

動車専用道路以外の道路に

係るものを除く。） 
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別表 

占  用  物  件 単 位 占用料 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 
〔同左〕 
 

〔略〕 〔略〕 
   

 
〔新設〕 
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〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条第７号に掲げる施

設並びに同条第８号に掲げ 

る施設及び自動車駐車場 

（同号ロに掲げる道路に係

るものを除く。） 〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

令第７条第９号に掲げる応

急仮設建築物 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

令第７条第１０号に掲げる器具 〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条第１１号に掲げる

施設 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

 備考 

  １～８ 〔略〕 

   

 

 
   

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条第６号に掲げる施

設並びに同条第７号に掲げ

る施設及び自動車駐車場 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

令第７条第８号に掲げる応

急仮設建築物 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 

令第７条第９号に掲げる器具 〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条第１０号及び第１

１号に掲げる施設 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

 備考 

  １～８ 〔略〕 

       

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


